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保険料（税）水準の統一について 

 

  

１．統一に向けた基本的な考え方                            

○ 本県での保険料（税）水準の統一は、令和４年度に市町村と県で協議を行い、第１

段階として、令和８年度から、医療費水準を納付金に反映させない「納付金ベースの

統一」を目指すこととし、第２段階として、令和１２年度から、協議の結果統一可能

な項目のみを統一する「宮城県版の統一」を目指すこととした。 

 また、統一に向けた取組内容や取組時期を記載した、「ロードマップ」も策定した。 

 ○ 令和６年度に、国が都道府県単位で保険料（税）率を統一する「完全統一」を強力

に推進し、目標年限を提示したことを受け、県では、全市町村を訪問して意向を確認

し、協議を行った結果、本県で、「完全統一」を目指すこととした。 

 

【参考】これまでの経緯 

～平成29年度 

・県内市町村が保険者として、国保制度を運営 

・被保険者に対し保険給付を行い、国保運営に必要な財源として 

保険料（税）を徴収 

平成 30年度 

・国保改革が行われ、市町村国保の安定的な財政運営や効率的な 

事業運営の確保等を目的に、「都道府県単位化」に移行。 

・県が財政運営の責任主体として、国保特会を設け運営管理を担当 

・一方、保険料（税）率は、単位化前と同様に各市町村が設定 

～令和５年度 

・国が、都道府県単位化をさらに深化させるため、都道府県内での

保険料（税）水準の統一を推進 

・県では、市町村と、将来の統一について検討を重ね、令和４年度

に統一に向けた工程表として「ロードマップ」を策定 

 ◇目標 第１段階 納付金ベースの統一（令和８年度～） 

     第２段階 宮城県版の統一（令和12年度～） 

令和６年度 

・国が、都道府県内での保険料（税）水準の統一を強力に推進 

・県では、全市町村を訪問し意向確認を実施。各種会議の場で検討 

→ 「令和12年度からの完全統一を目標としつつ、遅くとも 

令和 15年度までの実現を目指す」ことで全市町村と合意。 

・運営協議会（第２回）において、「第３期宮城県国保運営方針」

の「第４章 将来的な保険料（税）水準の統一に関する事項」の

改定案を審議、可決 

・宮城県議会常任委員会に「運営方針」の一部改定を報告 

令和７年度 
・市町村との協議を経て、「国民健康保険料（税）水準の統一に 

向けたロードマップ」を改訂 

資料３－１ 

令和７年度 
宮城県国民健康保険運営協議会 

（第１回） 
令和７年１０月２４日 

宮城県保健福祉部国保医療課 
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 ◇「納付金ベースの統一」 

  ・各市町村の納付金に各市町村の医療費水準を反映させないこと 

  ・県が市町村から徴収する事業費納付金の算定では、各市町村の納付金額に、医療費

指数（医療費の水準を、全国平均を１として指数化したもの）を乗じている。 

→ 医療費指数が高い市町村は納付金負担が高く、低い市町村は納付金負担が低い。 

  ・この算定方法では、特に小規模な自治体で、高額な医療費の発生等による年度間の

保険料の変動が大きいことから、納付金算定で、医療費指数の反映をやめ、年度間

の医療費による保険料の変動を、県全体で平準化しようとするもの。 

  ・国は、令和１２年度を目標年度としているが、本県では、令和８年度から実施する

こととし、令和４年度から段階的に、医療費指数の反映を縮減している。 

※ 医療費指数に「医療費指数反映係数α」を乗じて調整。 

平成 30年度の単位化の際にαを0.5に設定。令和４年度から0.1ずつ縮減し、

令和７年度は0.1、令和８年度はゼロとなる。 

 

◇「完全統一」 

・同じ所得水準、同じ世帯構成であれば同じ保険料とすること 

  ・現在、各市町村がそれぞれ設定している保険料（税）率を、県内で統一するもの 

  

２．今後について 

○ 今年度から、完全統一に向けた市町村との協議を本格的に開始している。 

協議は、全市町村の担当課長をメンバーとする「運営連携会議」と、運営連携会議

の３つの部会（財政部会・事務処理標準化部会・収納対策部会）で実施。 

８月に改訂した「ロードマップ」に基づき、３つの部会で、それぞれ所管する事項

について、協議を行う。 

 

 

 


